
１　総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

人

（注） 1 職員手当には退職手当を含みません。

       2 職員数については、2年4月1日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、再任用職員（短時間勤務）及び会計年度任用職員を含みま

　　　　せん。

       3 給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれていますが、会計年度任用職員の給与費は含

　　　　まれていません。

(3) ラスパイレス指数の状況

（注） 1 ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用い

　　　　て、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

　　　 2 （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味

　　　　した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数

　　　　です。

　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により

　　　　算出します。）

※　令和3年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇している場合、③100を

　超えている場合について、その理由及び改善の見込み

千円　千円　

人　2年度 千円　

21,342 39,390,059

千円　

給　 料

17,977,771 214,208,070

156,451,699

別紙1

区　分

三重県の給与・定員管理等について

人件費率人　件　費 （参考）

　元年度の人件費率

住民基本台帳人口

（令和3年1月1日）　

％　

実質収支

A　

％　

28.1 32.5

千円　

B　

歳　出　額

B/A

761,959,4741,800,756

（参考）都道府県
　平均一人当たり
　給与費A　

（参考）一人当た
　り給与費　B/A期末・勤勉手当 計　　　B 職員手当

7,0417,33121,611,34095,450,300

区　分 給 与 費職員数

千円　 千円　千円　2年度 千円　

 本県では、人事委員会勧告に基づき、地域の民間給与水準を適切に反映させた結果、国の給与水準を上回る状況となっていま
す。給与水準については、人事委員会が民間給与水準との均衡等を考慮して必要な勧告を行っており、今後も人事委員会勧告
を踏まえ、適切な措置を講じていきます。

(H30.4.1)

101.9

（101.6）
(H30.4.1)

100.1

(H31.4.1)

101.6

（101.3） (H31.4.1)

99.8

(R2.4.1)

101.4

（101.1） (R2.4.1)

100.0

(R3.4.1)

99.9

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

三重県 都道府県平均

(R3.4.1)
101.4

（101.1）
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(4) 給与改定の状況

　　　　①月例給

円　

（注） 「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の4月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額です。

　　　　②特別給（期末・勤勉手当）

（参考）

A 　支給月数 B

（注） 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間

　　　支給月数です。

(5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

②地域手当の見直し

（参考）

③その他の見直し内容

4.454.30 4.45 △0.15 △0.15

0.00

月　

0.00

月　月　

3年度 ％　

3年度 月　

較　差

386,715 386,759 (△0.01%)

（改定月数）

月　 月　

区　分

△44

人事委員会の勧告

0.00

A-B

4.30

（給料表の改定実施時期）
　平成27年4月1日
（内容）
　一般行政職の給料表については、国の見直し内容を踏まえ、平均2.7％引下げ、高齢層については、最大4.7％引下げました。
　他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施しました。
　新給料表への円滑な移行のための経過措置として、新たに受ける給料月額が平成27年3月31日に受けていた給料月額に満たない場合、
　その差額を平成31年3月31日まで支給しました。

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均2％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされていま
す。

区　分

A-B

公務員給与

B　

円　

人事委員会の勧告

A　

勧　告

年間支給月数

（改定率）

国の改定率

（参考）

円　 ％　

給与改定率較　差民間給与

支給月数　割合

％　

　民間の支給 勧　告 国の年間　公務員の

　平成27年4月1日に、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施しました。

（支給割合）
　国基準である鈴鹿市12％、四日市市10％、津市・桑名市・亀山市6％、名張市・伊賀市・木曽岬町・東員町・菰野町・朝日町3％に対し、
　県内一律4.6％を支給。
（実施時期）
　平成27年4月1日より実施。級地区分の新設（現行6区分）を行うとともに、支給割合を級地区分ごとに段階的に引き上げることとし、
　平成27年4月1日時点の三重県内支給割合は4％、給与改定後は平成27年4月1日に遡及し4.5％を支給。また、平成30年度の人事委員会
　の勧告により、平成30年4月1日に遡及し県内一律4.6％を支給。

18.5% 20% 20%

級地
平成26年度の

支給割合

平成27年度の支給割合 平成28年度
の支給割合

平成29年度
の支給割合

20%

平成30年度
の支給割合4月1日時点 遡及改定後

18%

２級地（大阪市等） 15%・12% 15%・13% 15.5%・15% 16% 16%

12%

16%

１級地（東京都特別区） 18%

３級地（名古屋市等） 15%・12%・10% 15%・13%・11% 15%・14%・13% 15% 15%

10% 10%

15%

12%

10%

４級地（神戸市等） 12%・10%・6% 12%・10%・8% 12%・10.5%・10% 12%

6%

５級地（京都市等） 10%・6%・3% 10%・7%・5% 10%・9%・7%

3%

６級地（仙台市等） 6%・3%・0% 6%・4%・2% 6%・5%・4% 6% 6%

4.5% 4.5%

3%・1% 3%・2% 3% 3%

4.6%

７級地（札幌市等） 3%・0%

6%

3%

4.6%三重県内 4% 4% 4.5%

令和元年度
の支給割合

20%

16%

15%

12%

10%

6%

3%

4.6%

令和3年度
の支給割合

20%

16%

15%

12%

10%

6%

3%

4.6%

令和2年度
の支給割合

20%

16%

15%

12%

10%
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（3年4月1日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②高等（特別支援・専修・各種）学校教育職

歳 円 円

歳 円 円

　　　　③小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円

歳 円 円

　　　　④警察職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注） 1 「平均給料月額」とは、3年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。

　　　 2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当

　　　　の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）

　　　　で算出しています。

(2) 職員の初任給の状況（3年4月1日現在）

円 円

円 円

円

円

円 円

円 円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（3年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

371,982都道府県平均

警　察　職

国

大　学　卒

高　校　卒

平均年齢

平均給料月額

387,00046.4

平均給料月額

154,900

41.4

平均年齢

三重県

410,573

409,977

447,142

大　学　卒

平均給与月額平均給料月額

44.9 433,607

一般行政職

324,804

経験年数20年

173,400

389,751

区　　　分

373,466461,882

210,600

210,600

高　校　卒

国

大　学　卒

三重県

都道府県平均

359,900

高等学校教育職

（国比較ベース）

434,534

331,500

平均給与月額

355,651

336,800

－

平均給与月額

（国ベース）

－

平均年齢

378,869

368,304

229,186

高　校　卒

大　学　卒

179,500

42.8

44.3

平均年齢

414,254

一般行政職

平均給料月額 平均給与月額区分
平均給与月額

警　察　職

小・中学校教育職

区　　　分 経験年数10年

272,207

261,193 357,855

高等学校教育職

397,565

小・中学校教育職

419,638

三重県

42.3

320,029

区分

三重県

区分

38.7

42.0

都道府県平均

大　学　卒

38.6

412,273

大　学　卒

大　学　卒

319,550

407,153

394,196

399,548

292,543

高　校　卒

208,300

大　学　卒

322,084

43.0

平均給与月額区分

447,836

421,873

150,600

－

都道府県平均

375,895

364,673

364,117

365,371 381,877

390,708

325,827

400,930

182,200

440,843

428,962

419,192

国

－

211,400

317,222

317,440

400,251

三　　重　　県

189,200

経験年数25年 経験年数30年
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（3年4月1日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

（注） 1 三重県の職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

       2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

412,800

564,200

354,700232,300

265,800

367,200

　　　　　　％

473,300

322,900

　　　　　　％

1 0.0

532,200

最高号給の
給料月額

10.8

１号給の
給料月額

385,700

21.4

2.2

20

　　　　　　％

職員数

　　　　　　人
主事、技師

　　　　　　％

196,100

　　　　　　％

　　　　　　％

308,900

24.3

9.5

　　　　　　人

３　　級

標準的な職務内容

252,000
１　　級

区　　分

1,176

597

主幹、主査

　　　　　　人

　　　　　　人

524
主事、技師２　　級

　　　　　　％

12.9

1,335
班長、主幹

708

　　　　　　人

　　　　　　％
６　　級 課長、班長

36

17.9985

　　　　　　人

　　　　　　人

　　　　　　人

122

部長、局長９　　級

１０　級
　　　　　　％

0.4

８　　級

　　　　　　％

５　　級

構成比

副部長、次長

部長
　　　　　　人

７　　級 次長、課長

４　　級

主査、主任

146,000

0.7

292,100 397,700

526,400

449,600

463,100

414,900

　　　　　　人

1級

10.8%

1級

9.7%

1級

8.8%

2級

9.5%

2級

9.0%

2級

9.1%

3級

21.4%
3級

21.0%
3級

18.4%

4級

17.9%
4級

18.9%
4級

22.2%

5級

24.3%
5級

25.3%
5級

23.6%

6級

12.9%

6級

12.9%
6級

13.8%

7級

2.2%
7級

2.3%

7級

2.9%

8級

0.7%

8級

0.7%

8級

0.8%
9級

0.4%

9級

0.3%
9級

0.4%

10級

0.0%
10級

0.0%

10級

0.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

令和3年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比
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(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（3年4月1日現在）

(3) 昇給への人事評価の活用状況（三重県）

イ． 人事評価を活用している

ロ． 人事評価を活用していない

一般職員

○

○ ○

昇給可能な区分

管理職員

　活用している昇給区分

　活用予定時期

令和3年4月2日から令和4年4月1日
までにおける運用

　　標準の区分のみ（一律）

　　上位、標準の区分

○

　　標準、下位の区分

昇給可能な区分

　　上位、標準、下位の区分

昇給実績がある区分 昇給実績がある区分

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

国10級
三重県（R3）

国家公務員（R3)

（百円）

給

料

月

額

昇 給

令和3年4月1日時点

国８級

国７級
国６級

国３級

国２級

国１級
県１級

県３級

県２級

県５級

県４級

県７級
県６級

県８級

県10級

県９級

国５級

国４級

国９級
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４　職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

千円

（2年度支給割合） （2年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

・　役職加算　　　5～20％ ・　役職加算　　　5～20％

・　管理職加算　 15～25％ ・　管理職加算　 10～25％

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（三重県）

イ． 人事評価を活用している

ロ． 人事評価を活用していない

(2) 退職手当（3年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（割増率2～45％） （割増率2～45％）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注） 退職手当の1人当たり平均支給額は、2年度に退職した職員に支給された平均額です。

(3) 地域手当（3年4月1日現在）

千円

千円

 
％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

(4) 特殊勤務手当（3年4月1日現在）

千円

千円

％

種類

県内 4.6 21,214 0～12 

主な支給対象業務

－

一般職員

20

令和3年度中における運用

217

20

1,058,691

4,616,954

15

支給可能な成績率

管理職員

1.90

47.709

2.552.55

　活用している成績率

1,677

（1.45）

三　　　重　　　県

支給対象地域

47.709

　　上位、標準の成績率

22,723

19.6695

28.0395

　活用予定時期

自己都合

33.27075

支給実績（2年度決算）

　　上位、標準、下位の成績率

三　　　重　　　県

4,452

応募認定・定年

47.709

　　標準の成績率のみ（一律）

39.7575

支給率

3～12 

支給対象職員数

支給職員1人当たり平均支給年額（2年度決算）

一級地（東京都特別区）

四～七級地（その他県外）

国の制度（支給率）

4 15三級地（名古屋市等）

41

16 8

医師

2

16

支給職員1人当たり平均支給年額（2年度決算）

二級地（大阪市等）

3～12 

27.1職員全体に占める手当支給職員の割合（2年度）

32

支給実績（2年度決算）

手当の名称 左記職員に対する支給単価

1.90

（1.45）

39.7575

47.709

支給実績がある成績率支給可能な成績率

○

応募認定・定年

47.709

24.586875

33.27075

16

16

19.6695

28.0395

手当の名称、主な支給対象職員及びその業務、支給単価については、三重県のホームページをご覧ください。

182

国

　　標準、下位の成績率

主な支給対象職員

○

○

国

○

支給実績がある成績率

（0.90）

25

手当の種類（手当数）

（0.90）

1人当たり平均支給額（2年度）

47.709

24.586875

自己都合

6



(5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（2年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、

　　　教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

(6) その他の手当（3年4月1日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

内容及び支給単価
国の制度
との異同

月額16,000円を超える家賃
を支払っている職員に支給

国の制度と異なる内容

486

478

扶養手当

同じ

宿日直勤務を命じられた職員に支給
・一般の宿日直
　勤務1回につき4,400円
　（5時間未満　2,200円）
・医師又は歯科医師の宿日直
　勤務１回につき21,000円
　（5時間未満　10,500円）
・常直　月額　22,000円
　（勤務日数1/2以下　11,000円）

3,924,069支給実績（元年度決算）

職員1人当たり平均支給年額（2年度決算）

職員1人当たり平均支給年額（元年度決算）

同じ

管理又は監督の地位の職にある職員に
支給
・行政職給料表
　最高　月額　139,300円

夜間勤務手当

管理職手当

同じ

正規の勤務時間として午後10時から翌
日の午前5時までの間に勤務した職員
に支給
・1時間当たりの給与額×25/100×
　勤務時間数

・行政職給料表
　最高　月額　139,300円
　（国と異なる区分あり）

3,990,966支給実績（2年度決算）

1,406,857

異なる

単身赴任手当

異なる

公署を異にする異動等に伴い転居し、
やむを得ず配偶者等と別居して単身で
生活することになった職員に支給
・月額30,000円＋加算額（配偶者等
　の住居との距離に応じて8,000円
　～58,000円）

宿日直手当

異なる

同じ

休日勤務手当

〔交通機関利用者〕
　最高　月額55,000円

〔交通用具使用者〕
　距離に応じて月額2,000円
　～31,600円
　（駐車場利用料金の支給
　あり）

休日等において正規の勤務時間中に勤
務した職員に支給
・1時間当たりの給与額×135/100×
　勤務時間数

住居手当

手　当　名

141,704

通勤手当

236,260

106,725

133,722

144,115

2,337,923

2,204,306

1,440,187

197,582

484,913

自ら居住するため住宅を借り受け、月
額15,000円を超える家賃を支払ってい
る職員に支給
・最高　月額28,000円

390,369

扶養親族のある職員に支給
・子　月額10,000円
・配偶者等　月額6,500円
・15歳に達する日後の最初の4月1日
　から22歳に達する日以後の最初の
　3月31日までの間にある子につい
　ては、1人につき5,000円を加算

通勤距離が片道2km以上で、交通機関
を利用又は交通用具を使用して通勤し
ている職員に支給
・交通機関利用　定期券等の価額
　（最高　月額65,000円）
・自動車・自動二輪車使用
　距離に応じて月額3,000円～
　月額40,700円
　（交通機関併用者については、
　駐車場利用料金の1/2を支給
　〔上限3,500円〕）
・自転車使用　月額3,000円

同じ

252,531

209,828

705,899

637,317

支給職員１人
当たり平均
支給年額

（2年度決算）

支給実績
（2年度決算）
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千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

農業、水産又は工業に関する課程を置
く高等学校の教育職員で、実習を伴う
農業、水産又は工業に関する科目を主
として担任する職員に給料の6/100～
10/100を支給

獣医師は支給なし

特地勤務手当

医師又は歯科医師、獣医師の資格を有
し、採用による欠員補充が困難な職に
採用された職員に一定期間支給
・最高　月額368,800円（医師又は
　歯科医師）
・最高　月額30,000円（獣医師）

へき地手当

―

生活の著しく不便な地に所在する公署
に勤務する職員に給料及び扶養手当の
4/100～25/100を支給

管理又は監督の地位の職にある職員が
臨時又は緊急の必要等により週休日又
は休日等に勤務した場合に支給
・勤務1回につき管理職手当区分に
　応じて3,000円～12,000円

定時制通信
教育手当

初任給調整手当

定時制又は通信制の課程を置く高等学
校の教育職員に給料の10/100（管理職
手当を受ける者にあっては8/100以
内）を支給

879,067

3,912

異なる

―

164,939

36,941

義務教育等
教員特別手当

―

小学校、中学校、高等学校及び特別支
援学校に勤務する教育職員に支給
・最高　月額8,000円

管理職員
特別勤務手当

へき地学校等に勤務する職員に給料及
び扶養手当の4/100～25/100を支給

農林漁業普及
指導手当

農業、林業及び水産業の改良普及事業
にもっぱら従事する職員に給料の
8/100を支給

同じ

―

同じ

産業教育手当

57,086

29,588

401,448

―

489,000

183,863

76,450

1,736,200

325,143

212,305

22,935

106,791 420,437
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５　特別職の報酬等の状況（3年4月1日現在）

月分

月分

　　（算定方式）

（注） 1 給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。

　　 　2 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた場合における退職手当の

　　　　見込額です。

６　職員数の状況

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

(各年4月1日現在）

（注） 1 職員数は常勤の一般職に属する職員数です。

　　　 2 [　　]内は、条例定数の合計です。

○業務の見直し・効率化等による減
○新型コロナウイルス感染症対策にかかる体制強
　化、デジタルトランスフォーメーション（DX）
　の推進にかかる体制整備、スポーツ施策（国体
　準備等）推進体制の強化、児童相談体制の強化
　による増

△ 5

主な増減理由

△ 2

14

△ 1

△ 3

208

932

594 27

494

1,747

533

23,624

△ 1

[△178］

△ 22

272

157

[23,682］

△ 5

3,436

4,345 4,313

21,875

小　　計

土　木

277

13,571

894

教育部門

一
般
行
政
部
門

15,318

商　工

計

893

233

203

税　務

38

総　務

897

民　生

議　会

農林水産

労　働

232

衛　生

879

（　830,000円）

 101万円×在職月数×37/100

議 長

(1,010,000円)

病院

918,000 円

39

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

23,099

156

小　　計 525

電気ほか

水道 97

合　　計

　　（3年度支給割合）

(1,280,000円)

64

1,793.8万円

1

（任期毎）3,440.6万円

64

（支給時期）

 128万円×在職月数×56/100

給
料

対前年
増減数令和3年

公会
営計
企部
業門
等

警察部門

議 長

議 員

知 事

副 知 事

副 知 事

△ 8

普

通

会

計

部

門

（１期の手当額）

（任期毎）

職 員 数

567

○児童生徒数の減少に伴う学級数の減少等による減
○臨時的任用職員の任用の適正化に伴う増

（参考：人口10万人あたり職員数　241人）

1,757

0

1,749

3,458

1

[23,860］

令和2年

（参考：人口10万人あたり職員数　1,312人）

21,342

△ 299 ○業務の見直し・効率化等による減

747,000 円

（1,020,000円）

副 議 長

858,500 円

1,024,000 円

給料月額等区 分

期
末
手
当

知 事

議 員

　　（3年度支給割合）

（　900,000円）

32

報
酬

退
職
手
当

副 議 長

3.35

知 事

934

副 知 事

810,000 円

493

3.35

（参考：人口10万人あたり職員数　1,283人）
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(2) 年齢別職員構成の状況（3年4月1日現在）

(3) 職員数の推移

（単位：人・％）

（注） 各年における定員管理調査にて報告した部門別職員数です。

4,424 4,313

14,004

21,601 23,099

3,436

4,345

469

14,135

22,029

△21
（△0.6％）

946
（4.3％）

公営企業等会計計

15,318

22,346

21,878 21,342

14,201

57
（12.2％）

1,003
（4.4％）

466 533

21,875 23,62422,067

525

～

36歳28歳

区　分

30年 元年

43歳35歳

人 

31歳

　   　　 年　度

部　門

人 

2,229

～

3年

職員数

未満

～

2年

2,47977 879 2,467

24歳

人 

23歳

～

27歳

人 人 

20歳

計

48歳 52歳

～ ～

23,624

人 

39歳

～

人 

56歳

3,003

人 

2,1592,009

51歳

人 

844

人 

47歳

人 

～

4,415

2,104

32歳

4,444

28年 29年

人 

20歳

3,458

～
44歳

3,450

総合計

警　察

22,498

普通会計計

22,621

468

3,450

一般行政

22,153

60歳

59歳 以上55歳

過去5年間
の増減数
（率）

468

13,718

人 

2,764

1,117
（7.9％）

13,571

△150
（△3.3％）

2,610

～

40歳

3,457

4,495

教　育

3,468

消　防

20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

歳 歳
未 以
満 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 上

～ ～ ～ ～ ～ ～～ ～ ～ ～

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

構成比

５年前の構成比
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７　公営企業職員の状況

　(1) 水道事業

① 職員給与費の状況

     　決算

（注） 1 職員手当には退職手当を含みません。

       2 職員数については、2年4月1日現在の人数です。

       3 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）を含み、会計年度任用職員を含みません。

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（3年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注） 1 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

　　 　2 平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出しています。

③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円 　 千円 　

（2年度支給割合） （2年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

・　役職加算　　　5～20％ ・　役職加算　　　5～20％

・　管理職加算　 15～25％ ・　管理職加算　 15～25％

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（3年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（割増率2～45％） （割増率2～45％）

1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注） 退職手当の1人当たり平均支給額は、2年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当（3年4月1日現在）

千円

千円

％ 人 ％4.6

724,046

19.6695

支給率

県内市町

支給対象地域

206

支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給職員1人当たり平均支給年額（2年度決算）

47.709

47.709

24,144 22,723

4.6

47.709

97

20,797

4,452

支給実績（2年度決算）

33.2707528.0395

24.58687519.6695

（0.90）

24.586875

応募認定・定年応募認定・定年

参考　（三重県の知事部局等）

自己都合

1人当たり平均支給額（2年度）

1,823 1,677

2.55 1.90

1人当たり平均支給額（2年度）

2.55

平均月収額区　　分

2年度

（参考）都道府県
　平均一人当たり
　給与費

区　分 職員数

千円　 千円　 千円　

計　　　B 給与費　B/A

101

　職員給与費比率

7,169

基本給

給 与 費 一人当たり

422,531 117,409 184,106

期末・勤勉手当

千円　

9,241,808 371,583 724,046 7.8 9.6

　元年度の総費用に占める

（参考）

A  

％　

総費用

千円　 ％　

職員給与費比率

B/A  

総費用に占める

B　

実質収支

区　分

2年度

千円　

A  給　 料

平均年齢

職員手当

千円　

事 業 者

団 体 平 均

593,531

－

千円　

純損益又は 職員給与費

44.0

三 重 県

－

三　　　重　　　県

－

自己都合

33.27075

47.709

（1.45） （1.45）

28.0395

39.7575

47.709

三　　　重　　　県

（0.90）

47.709

358,069 566,170

39.7575

45.7

1.90

参考　（三重県の知事部局等）

388,656

千円　

6,790
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エ　特殊勤務手当（3年4月1日現在）

千円

千円

％

種類

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（2年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、

　　　教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

カ　その他の手当（3年4月1日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

（注） 実績のあったもののみ掲載しています。

25

現場作業手当

用地等交渉業務手当

支給職員1人当たり平均支給年額（2年度決算） 527

各手当の詳細については、三重県のホームページをご覧ください。

手当の名称 主な支給対象職員

61,227

3

704

支給実績（2年度決算）

主な支給対象業務

特殊現場作業手当

左記職員に対する支給単価

手当の種類（手当数）

支給職員1人当たり平均支給年額（元年度決算）

47,390

支給実績（元年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（2年度）

支給実績（2年度決算） 1,666

支給職員1人当たり平均支給年額（2年度決算）

65.3

一般行政職の制度
と異なる内容

支給職員１人
当たり平均
支給年額

（2年度決算）

266,824

16,773

支給実績
（2年度決算）

扶養手当

管理職員
特別勤務手当

通勤距離が片道2km以上で、交通機関
を利用又は交通用具を使用して通勤し
ている職員に支給
・交通機関利用　定期券等の価額
　（最高　月額65,000円）
・自動車・自動二輪車使用
　距離に応じて月額3,000円～
　月額40,700円
　（交通機関併用者については、
　駐車場利用料金の1/2を支給
　〔上限3,500円〕）
・自転車使用　月額3,000円

4,536同じ

自ら居住するため住宅を借り受け、月
額15,000円を超える家賃を支払ってい
る職員に支給
・最高　月額28,000円

休日等において正規の勤務時間中に勤
務した職員に支給
・1時間当たりの給与額×135/100×
　勤務時間数

同じ

805,167

176,032

14,769

16,371

9,662

通勤手当

同じ

同じ

休日勤務手当

管理又は監督の地位の職にある職員に
支給
・行政職給料表
　最高　月額104,100円

21

手　当　名

住居手当

一般行政職の
制度との異同

内容及び支給単価

管理職手当

192

扶養親族のある職員に支給
・子　月額10,000円
・配偶者等　月額6,500円
・15歳に達する日後の最初の4月1日
　から22歳に達する日以後の最初の
　3月31日までの間にある子につい
　ては、1人につき5,000円を加算

21,000

管理又は監督の地位の職にある職員が
臨時又は緊急の必要等により週休日又
は休日等に勤務した場合に支給
・勤務1回につき管理職手当区分に
　応じて6,000円～12,000円

同じ

同じ 266,238

12



　(2) 工業用水道事業

① 職員給与費の状況

    　決算

（注） 1 職員手当には退職手当を含みません。

       2 職員数については、2年4月1日現在の人数です。

       3 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）を含み、会計年度任用職員を含みません。

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（3年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注） 1 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

　　 　2 平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出しています。

③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円 　 千円 　

（2年度支給割合） （2年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

･　役職加算 　 　 5～20％ ･　役職加算 　 　 5～20％

･　管理職加算 　 15～25％ ･　管理職加算　  15～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（3年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（割増率2～45％） （割増率2～45％）

1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注） 退職手当の1人当たり平均支給額は、2年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当（3年4月1日現在）

千円

千円

％ 人 ％

職員数 一人当たり

8.3

（参考）

％　

5,643,307

465,601

期末・勤勉手当

2年度
67

63,872

職員手当

支給職員1人当たり平均支給年額（2年度決算） 204

一般行政職の制度（支給率）支給対象職員数

支給実績（2年度決算） 13,657

県内市町 4.6 68

支給対象地域 支給率

4.6

2.55 1.90

（0.90）（1.45） （1.45）

－

参考　（三重県の知事部局等）

24.586875 19.6695 24.586875

1,841 1,677

6,949

45.3

－

582,748

536,371

123,323

平均月収額

参考　（三重県の知事部局等）

給 与 費区　分 （参考）都道府県
　平均一人当たり
　給与費

職員給与費

％　

9.9

三　　　重　　　県

278,406

給　 料 給与費　B/A

1人当たり平均支給額（2年度）

千円　千円　

340,988

計　　　B 

　元年度の総費用に占める

　職員給与費比率B/A  

職員給与費比率

1人当たり平均支給額（2年度）

－事 業 者

465,601

三 重 県

B　

千円　千円　

区　　分 平均年齢 基本給

A  

384,942

2.55 1.90

自己都合 応募認定・定年

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

千円　 千円　 千円　

348,807

総費用に占める

A  

純損益又は区　分

（0.90）

団 体 平 均 44.3

2年度

実質収支

千円　

総費用

19.6695

三　　　重　　　県

自己都合 応募認定・定年

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

24,144 4,452 22,723

千円　

6,443

13



エ　特殊勤務手当（3年4月1日現在）

千円

千円

％

種類

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（2年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、

　　　教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

カ　その他の手当（3年4月1日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

（注） 実績のあったもののみ掲載しています。

支給実績（元年度決算） 24,130

管理又は監督の地位の職にある職員に
支給
・行政職給料表
　最高　月額104,100円

手当の名称 主な支給対象職員

支給職員１人当たり平均支給年額（元年度決算） 409

同じ

扶養親族のある職員に支給
・子　月額10,000円
・配偶者等　月額6,500円
・15歳に達する日後の最初の4月1日
　から22歳に達する日以後の最初の
　3月31日までの間にある子につい
　ては、1人につき5,000円を加算

手　当　名

支給職員１人当たり平均支給年額（2年度決算） 363

現場作業手当

特殊現場作業手当

用地等交渉業務手当

支給実績（2年度決算） 20,318

各手当の詳細については、三重県のホームページをご覧ください。

主な支給対象業務

支給実績（2年度決算） 177

左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（2年度）

3

14支給職員1人当たり平均支給年額（2年度決算）

支給職員１人
当たり平均
支給年額

（2年度決算）

自ら居住するため住宅を借り受け、月
額15,000円を超える家賃を支払ってい
る職員に支給
・最高　月額28,000円

一般行政職の
制度との異同

同じ

住居手当

休日勤務手当

管理職手当

160,593

6,827

9,475

通勤距離が片道2km以上で、交通機関
を利用又は交通用具を使用して通勤し
ている職員に支給
・交通機関利用　定期券等の価額
　（最高　月額65,000円）
・自動車・自動二輪車使用
　距離に応じて月額3,000円～
　月額40,700円
　（交通機関併用者については、
　駐車場利用料金の1/2を支給
　〔上限3,500円〕）
・自転車使用　月額3,000円

2,851

19.4

手当の種類（手当数）

内容及び支給単価
一般行政職の制度

と異なる内容

255,463

285,100

10,474

10,750

853,375

休日等において正規の勤務時間中に勤
務した職員に支給
・1時間当たりの給与額×135/100×
　勤務時間数

通勤手当

同じ

86同じ

同じ扶養手当

7
管理職員

特別勤務手当

管理又は監督の地位の職にある職員が
臨時又は緊急の必要等により週休日又
は休日等に勤務した場合に支給
・勤務1回につき管理職手当区分に
　応じて6,000円～12,000円

同じ

支給実績
（2年度決算）

7,000

14



　(3) 電気事業

  　① 職員給与費の状況

    　決算

（注） 1 職員手当には退職手当を含みません。

       2 職員数については、2年4月1日現在の人数です。

       3 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）を含み、会計年度任用職員を含みません。

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（3年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注） 1 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

　 　　2 平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出しています。

③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円 　 千円 　

（2年度支給割合） （2年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

･　役職加算 　  5～20％ ･　役職加算 　  5～20％

･　管理職加算　15～25％ ･　管理職加算　15～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（3年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（割増率2～45％） （割増率2～45％）

1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注） 退職手当の1人当たり平均支給額は、2年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当（3年4月1日現在）

千円

千円

％ 人 ％

千円　 千円　

－

（1.45） （0.90) （1.45） （0.90)

支給実績（2年度決算） 2,797

支給職員１人当たり平均支給年額（2年度決算）

1.90 2.55 1.90

支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

自己都合 応募認定・定年

19.6695 24.586875

団 体 平 均 42.2 357,206 558,503

事 業 者 － －

46.5 408,864 635,853

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

三 重 県

24,09954,143 14,379

A  

（参考）都道府県
　平均一人当たり
　給与費

実質収支

　職員給与費比率

千円　

自己都合

4.6

24.586875

233

支給対象地域

職員給与費

三　　　重　　　県 参考　（三重県の知事部局等）

1人当たり平均支給額（2年度）

給 与 費

B　

1人当たり平均支給額（2年度）

B/A  

2,008 1,677

2.55

％　

職員給与費比率 　元年度の総費用に占める

12
千円　 千円　

千円　

計　　　B 

92,621

千円　

92,621

総費用

2年度

区　分

総費用に占める （参考）純損益又は

一人当たり

18.7

2年度

給与費　B/A

495,640

給　 料 職員手当A  

職員数

493,837

％　

区　分

12.1

千円　

7,718

12県内市町 4.6

4,452 22,723

期末・勤勉手当

39.7575

応募認定・定年

19.6695

47.709

三　　　重　　　県 参考　（三重県の知事部局等）

47.709 47.709 47.709 47.709

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

39.7575 47.709

24,144

千円　

6,733
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エ　特殊勤務手当（3年4月1日現在）

千円

千円

％

種類

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（2年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、

　　　教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

カ　その他の手当（3年4月1日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

（注） 実績のあったもののみ掲載しています。

支給職員1人当たり平均支給年額（元年度決算）

管理又は監督の地位の職にある職員に
支給
・行政職給料表
　最高　月額104,100円

同じ

224

扶養親族のある職員に支給
・子　月額10,000円
・配偶者等　月額6,500円
・15歳に達する日後の最初の4月1日
　から22歳に達する日以後の最初の
　3月31日までの間にある子につい
　ては、1人につき5,000円を加算

通勤手当

299

主な支給対象業務

支給実績（2年度決算） 2,691

支給職員1人当たり平均支給年額（2年度決算）

手当の名称

特殊現場作業手当 各手当の詳細については、三重県のホームページをご覧ください。

左記職員に対する支給単価

現場作業手当

3,754

主な支給対象職員

用地等交渉業務手当

支給実績（元年度決算）

通勤距離が片道2km以上で、交通機関
を利用又は交通用具を使用して通勤し
ている職員に支給
・交通機関利用　定期券等の価額
　（最高　月額65,000円）
・自動車・自動二輪車使用
　距離に応じて月額3,000円～
　月額40,700円
　（交通機関併用者については、
　駐車場利用料金の1/2を支給
　〔上限3,500円〕）
・自転車使用　月額3,000円

手当の種類（手当数）

職員全体に占める手当支給職員の割合（2年度）

支給職員1人当たり平均支給年額（2年度決算）

636

－

手　当　名 内容及び支給単価

自ら居住するため住宅を借り受け、月
額15,000円を超える家賃を支払ってい
る職員に支給
・最高　月額28,000円

支給職員１人
当たり平均
支給年額

（2年度決算）

一般行政職の
制度との異同

一般行政職の制度
と異なる内容

同じ

3

管理職手当

－

1,905

341,273

318,000同じ

支給実績（2年度決算） －

住居手当

865,333

190,500

3,142

扶養手当

2,596

同じ

支給実績
（2年度決算）
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　(4) 病院事業

  　① 職員給与費の状況

    　決算

（注） 1 職員手当には退職手当を含みません。

       2 職員数については、2年4月1日現在の人数です。

       3 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）を含み、会計年度任用職員を含みません。

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（3年4月1日現在）

医師

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

看護師

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

事務職員

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注） 1 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

　 　　2 平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出しています。

 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円 　 千円 　

（2年度支給割合） （2年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

･　役職加算 　  5～20％ ･　役職加算 　  5～20％

･　管理職加算　15～25％ ･　管理職加算　15～25％

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

区　分

区　分 職員数

B　 B/A  

職員給与費総費用 純損益又は （参考）総費用に占める

千円　

職員給与費比率 　元年度の総費用に占める

　職員給与費比率

％　

一人当たり

給与費　B/A

2,023,492

千円　

39.1

277

A  

千円　2年度

（1.45） （0.90) （1.45） （0.90)

2.55 1.90 2.55 1.90

1人当たり平均支給額（2年度） 1人当たり平均支給額（2年度）

事 業 者 － －

1,721 1,677

三　　　重　　　県 参考　（三重県の知事部局等）

団 体 平 均 44.2 348,967 549,991

42.7 354,579 549,612三 重 県

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

－事 業 者 －

580,048

区　　分

事 業 者

団 体 平 均

平均月収額

三 重 県 44.8

平均年齢 基本給

－

508,825

団 体 平 均 39.8 304,457

三 重 県 1,228,436

357,905 553,122

－

42.6

平均月収額

41.1

1,451,390

1,092,368 454,302

給　 料 計　　　B 職員手当

千円　

区　　分

％　

5,392,427

A  

2年度

（参考）都道府県
　平均一人当たり
　給与費

平均年齢 基本給

給 与 費

440,915 37.5

476,822

実質収支

期末・勤勉手当

千円　

2,023,492

494,316

千円　

7,305

千円　 千円　 千円　

7,527
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イ　退職手当（3年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（割増率2～45％） （割増率2～45％）

1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注） 退職手当の1人当たり平均支給額は、2年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当（3年4月1日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（3年4月1日現在）

千円

千円

％

種類

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（2年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、

　　　教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

支給職員１人当たり平均支給年額（元年度決算） 262

病院群輪番制等
救急業務手当

支給実績（2年度決算） 49,990

支給実績（元年度決算） 69,563

支給職員１人当たり平均支給年額（2年度決算） 195

夜間看護等手当

変則勤務手当

手当の種類（手当数） 4

左記職員に対する支給単価手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

上記以外の職員 4.6

職員全体に占める手当支給職員の割合（2年度） 94.9

医療業務等接触手当

支給実績（2年度決算） 105,825

支給職員1人当たり平均支給年額（2年度決算） 402

64,492支給実績（2年度決算）

230

4.6 254

医師 16 18 16

18,894 4,452 22,723

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給職員1人当たり平均支給年額（2年度決算）

1,758

各手当の詳細については、三重県のホームページをご覧ください。

三　　　重　　　県 参考　（三重県の知事部局等）

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年

24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

19.6695

47.709 47.709 47.709 47.709

47.70939.7575 47.709 39.7575
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カ　その他の手当（3年4月1日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

（注） 実績のあったもののみ掲載しています。

31,230 238,396

一般行政職の制度
と異なる内容

手　当　名
一般行政職の
制度との異同

内容及び支給単価

276,988

3,664,353

29,128 113,780

408,000

13,514

公署を異にする異動等に伴い転居し、
やむを得ず配偶者等と別居して単身で
生活することになった職員に支給
・月額23,000円＋加算額（配偶者等
　の住居との距離に応じて6,000円
　～45,000円）

支給職員１人
当たり平均
支給年額

（2年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
・子　月額10,000円
・配偶者等　月額6,500円
・15歳に達する日後の最初の4月1日
　から22歳に達する日以後の最初の
　3月31日までの間にある子につい
　ては、1人につき5,000円を加算

住居手当

自ら居住するため住宅を借り受け、月
額15,000円を超える家賃を支払ってい
る職員に支給
・最高　月額28,000円

同じ

同じ

管理職手当 965,276

病院事業職員は以下の支給
なし
〔一般〕
　勤務1日につき4,400円
　（5時間未満　2,200円）
〔常直〕
　月額22,000円
　（勤務日数1/2以下
　11,000円）

816

休日勤務手当

休日等において正規の勤務時間中に勤
務した職員に支給
・1時間当たりの給与額×135/100×
　勤務時間数

同じ 21,536 118,330

初任給調整手当

医師又は歯科医師の資格を有し、採用
による欠員補充が困難な職に採用され
た職員に一定期間支給
・最高　月額428,800円

異なる ・最高　月額428,800円

188,377夜間勤務手当

44,063

76,951

異なる

通勤手当

通勤距離が片道2km以上で、交通機関
を利用又は交通用具を使用して通勤し
ている職員に支給
・交通機関利用　定期券等の価額
　（最高　月額65,000円）
・自動車・自動二輪車使用
　距離に応じて月額3,000円～
　月額40,700円
　（交通機関併用者については、
　駐車場利用料金の1/2を支給
　〔上限3,500円〕）
・自転車使用　月額3,000円

同じ

単身赴任手当

正規の勤務時間として午後10時から翌
日の午前5時までの間に勤務した職員
に支給
・1時間当たりの給与額×25/100×
　勤務時間数

同じ

管理職員
特別勤務手当

管理又は監督の地位の職にある職員が
臨時又は緊急の必要等により週休日又
は休日等に勤務した場合に支給
・勤務1回につき管理職手当区分に
　応じて6,000円～12,000円

27,880

19,016

同じ 353

宿日直手当

宿日直勤務を命じられた職員に支給
・看護師の宿日直
　勤務1回につき7,000円
　（5時間未満　3,500円）
・医師又は歯科医師の宿日直
　勤務１回につき21,000円
　（5時間未満　10,500円）

管理又は監督の地位の職にある職員に
支給
・行政職給料表
　最高　月額104,100円

442,221

同じ

13,572

同じ

支給実績
（2年度決算）
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